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田

村

豊

國

は

し

が

き

H
①
じづ
o
昌
の
謂
ふ
様
に
竈
に
現
代
は
群
集

の
暗
.代
で
あ
る
。
從

つ
て
犯
罪
現
象
に
も
其

の
影
響
な
受
け
、
刑

事
學

の
分
野
に
於
て
も
酵
集
犯
罪

の
研
究
が

円

④

つ
の
要
求
ざ
な
つ
て
居
る
。
そ
し
て
吾

々
は
今
こ
れ
が
研
究

の
方
法
に
二

つ
の
行
き
方
を
見
出
す

こ
ざ
が
出
來
る
。

一
は
團
體
心
理
學
に
立
脚
し
、
他
は
個

人
心
理
學

に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
立
膓
力
探

る
も
の
ざ
し
て
私
は
並
に

国
昼
o
霞
凶身

の
小
朋
子
を
紹
介
し
た
い
。

(
-

)
キ
ボ
ゥ
リ
デ
ィ
『
群
集
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罪
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(
第
三
巻
第

一
號
)

(
二
九

一
)
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キ
ボ
ゥ
リ
一ア
イ
『
群
集
犯
罪
』

(
第
三
巻
第

一
號
)

(
二
九
二
)

二

抑

々
群
集
犯
罪
は
群
集

心
理
に
基
く
現
象
で
あ
る
さ
謂
ふ
黙
に
於
て
、
其

の
性
質
が
他

の

一
般
の
犯
罪
に
比
し
て
、
頗
る
趣
を
異
に
す
る
も

の
で
あ
り
、
叉

こ
れ
を
如
何
に
露
分
ず
る
か
は
困
難
な
問
題

で
も
あ
る
。
惟

ふ
に
、
こ
れ
が
根
本
の
問
題
ざ
な
る
瓢

は
、

「
固
有

の
群
集
犯
罪
は
刑
法
上
の

一
般
原
則
並
に
普

通

の
標
準
に
從

つ
て
判
噺

さ
れ
得
る
か
、
得
る
ざ
し
て
8
の
程
度
迄
に
か
、
或
は

そ
れ
ざ
も
痔
別
の
取
扱
ひ
を
要
ず
る
か
」
.(
ω
』
)
ざ
謂
ふ
鐵

に
在
る
。
そ
し

て
そ
れ
を
解
決
ず
る
に
は
.
群
集
犯
罪
自
身

の
概
念
さ
其

の
具
膿
的
決
定
、
從

つ
て
又
群
集
の

一
般
的
並
に
刑
法
的
概
念

の
究
明
に
迄
遡
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

然
る
に
從
來
の
論
者
は
此

の
前
提
を
既
決

の
も
の
ざ
す
る
か
或
は
之
が
決
定
を
避
け
ん
ざ
ず
る
傾
何
に
在
る
。
著
者
は
此
の
問
題

に
論
文
の
前
孚
を
費
し
、
其

の
後
孚
に
於
て
刑
事
責
任

の
問
題
を
論
じ
て
居
る
。
そ
し
て
本
論
文

の
核
心
が
後
孚
に
存
ず
る
こ
ざ
は
謂
ふ
迄
も
な
い
。

二

群

集

の

概

念

と

其

の

本

質

(
1
)

群

集

の
概

念

。

著
者
は
、
群
集

の
定
義

を
決
定
ず
る
に
當
つ
て
嫉
、
先
づ
第

一
に
群
集

の
個

々
の
概
念
的
特
徴
な
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
群
集

の
本
質
と
謂
ふ
が

如

き
、
科
學

の
領
域
に
於
て
未
た
充
分
究
明
さ
れ
て
居
な

い
問
題
を
取
扱

ふ
場
合
に
は
、
概
念

の
説
明
を
先
に
述

べ
る
必
要
が
あ
る
ざ
す
る

(
ω
・
◎
)
。

然
か

も
普
遍
的
に
安
當
す
る
定
義
を
議
見
す
る
こ
ざ
の
不
可
能
な
事

粒
認
め
、
文
献
に
見
出
さ
れ
る
総
て
の
定
義
は
常
に
當
該
署
者

の
主
観
的
な
理
解

に
基
く
も

の

で
(
ω
』
b。)
、

群
集

の
概
念
を
糎
握
せ
ん
ざ
ず
る
人
は
唯
自
分
の
立
場
か
ら
の
み
此
の
概
念
准
定
義
づ
け
、
殊

に
彼
等
が
此
の
定
義
の
下
に
理
解
せ
ざ
る

べ
か

ら
ず

さ
信
じ
た
も

の
を
説
明
ず
る
に
止
ら
ざ
る
を
得
な
い
ざ
ず
る

(
ω
・
①
)
。
斯
く
て
著
者
も
亦
彼
の
立
傷
か
ら
群
集

の
定
義
を
定
め
る
の
で
あ
る
が
葛
其
の
詳

論
に
先
立

つ
て
日
常
の
慣
用
語
に
於
て
、
人
は
群
集
ざ
謂
ふ
言
葉
を
何
う
理
解
ず
る
か
、
文
献
に
於
て
此
の
概
念
が
主
ざ
し
て
如
何

に
理
解
さ
れ
て
居
る
か
を

設
い
て
居
る
o
私
は
先
づ
群
集

の
概
念
に
關
す
る
文
献
中

の
著
者
の
地
位
か
ら
述

べ
や
う
Q



著
者
は
群
集
の
概
念
に
關
し
文
献
中
に
対
立

し
て
居
る
種

々
の
意
見
を
総
括
し
て
三
つ
の
グ

ル
ッ
ベ
に
区
別
ず
る
(
ω
.O
)
。

第

「
は
群
集
は
軍
に
純
梓
な
心
理
學
的
形
成
物
に
過
ぎ
な
い
ざ
す
る
説
。

第

二
は
群
集

ざ
謂

ふ
言
葉
が

}
般
に
用
ひ
ら
れ
ろ
場
合
ざ
全
く
同
標
に
数
的
要
素
が
其
の
特
徴
で
あ
る
ざ
す
る
説
。

第
三
は
群
集
の
概
念
に
取

つ
て
は
数
的
要
素

ざ
ド
様
に
心
理
的
要
素
も
亦
本
質
的
で
同
慣
値
で
あ
る
さ
す
る
説
。

著

者
の
立
場
は
こ
れ
等
の
中
第
三
説
に
属
す

る
。
曰
く
、
「
非
組
織
的
な
時
間
的
、室
間
的
に
制
約
さ
れ
た
i

然
か
も
何
等
か
の

理
由
か
ら
其
の
構
成
員
相
互
間
に
非
常
に
激
し
い
無
意
識
的
な
心
理
的
影
響
が
交
換
さ
れ
る
1

人

々
の
集
團
を
吾

々
は
群
集
,、一呼

ぶ
の
で
あ
る
」

(
　
)
,こ
。
彼
は
群
集
概
念
の
本
質
的
要
素
を

「
外
部
的
、
客
観
的
、
数
的
な
要
素
と
内
部
的
,
主
観
的
、
心
理
的

な
要
素
と
の
二
つ
に
分
け
る
、
即
ち
、
前
者
は
時
間
、
室
間
を
同
じ
く
し
て
集
合
し
た
多
数
の
人
々
で
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
等
の
人

々
が
表
現
し
た
精
神
的
特
徴
、
換
言
す
れ
ば

そ
れ
等
の
人
々
の
間
に
於
て

高
度
に
現
れ
た

無
意
識
的
、

相
互
的
な
心
理
作
用
で
あ

る
」
(
　
)
。

故

に
、

「
集

つ
た
人
々
が
多
数
で
あ
つ
て
も
、
若
し
彼
等
の
間
に
上
述
の
種
類
並
に
程
度
の
精
神
的
影
響
が
存
在
し

②

な
い
な
ら
ば
、
単
に

、
多
衆

(
M
e
n
c
h
e
n
m
e
n
g
e

)

が
存
在
す
る
の
み
で
、
群
集
は
存
在
し
な
い
」
(ω
・刈)
。

之
に
反
し
、
多
数
の

人
々
の
間
に
。
置
に
、
精
神
的
接
燭
の
み
が
確
立
さ
れ
、
時
間
的
に
も
,
室
間
的
に
も
制
約
さ
れ
た
結
合
が
形
成
さ
れ
て
居
な
い
な

ら
ば
、
そ
れ
は
上
に
決
定
さ
れ
た
意
味

に
於
て
の
群
集
と

は
何
等
関
係

の
な
い
、
心
理
學
的
基
礎
の
上
に
の
み
立
て
ら
れ
た
他

の
社

⑧

會

學

的
形

成
物

に
外

な

ら

な

い

の

で

あ

る

(ω
為
)
。

キ
ボ
・
リ
デ
・
「
群
集
犯
罪

』

(第

三
巻
第

一
號
)

(
二
九
三
)

一二



キ
ボ
ゥ
リ
デ
ィ
「
群
集
犯
罪
』

(第
三
巻
第

網
號
)

■

(
二
九
四
)

四

(2
)
日
常
生
活
に
於
て
群
集
ざ
謂
ふ
言
葉
は
.
其
の
構
成
員
相
互
間
に
何
等
聯
絡
の
な
い
多
数
の
人
々
.込
謂
ふ
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て
居
る
。
即
ち
所
謂

烏
合
の
衆
が
そ
れ
で
あ
る
o

(3
)
此
の
種
の
も
の
は
一
般
的
に
は
大
衆
、
公
衆
ざ
謂
ふ
言
葉
で
呼
瞭
れ
、
其
の
代
表
的
な
も
の
は
新
聞
の
讃
者
、
ラ
ヂ
オ
の
聴
講
者
等
で
あ
る
o

斯
く
て
著
者
は
、
群
集
と
他
の
類
似
概
念
と
の
区
別

を
明

に
し
た
。
然
ら
ば
著
者
の
所
謂
犯
罪
學
上
の
群
集
概
念
と
は
如
何
。
群

集
の
考
察
方
法
が
異
る
に
從

つ
て
種

々
の
群
集
概
念
が

生
じ
て
來
る

が
今

一
つ
の
新
な
観
點

か
ら
群
集
を
考
察
せ
ん
と
す
る
な
ら

ば
、
共
の
概
念
を
播
成
す
る
に
當

つ
て
は
既
成
の
種
々
の
概
念
の
束
縛
か
ら
離
れ
て
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(ω
』
◎9)
。
而
し
て

此
虜
で
は
犯
罪
學
上
の
観
窯
か
ら
考
察
せ
ん
と
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、

刑
法
,こ
関
係
を
有
す
る
群
集
の
み
が

問
題
と
せ
ら
る
べ
き

で
、
此
の
二
つ
の
範
囲

、
即
ち
刑
法
と
群
集
と

が
交
叉
す
る
鮎
が
何
虜
に
あ
る
か
の
問
題
を
決
定
す
る
な
ら
ば
、
犯
罪
學
上
の
群
集

概
念
の
限
界
も
自
ら
判
明
す
る
に
到
る
で
あ
ら
う

(ω
●鼠
)。

さ
て
,
刑
法
の
観
点

か
ら
群
集
の
存
在
が
意
味
を
持
ち
得
る
鮎

は
二
つ
あ

つ
て
、
第

一
は
群
集
の
中

に
於

て
人

々
は
如
何

に
し
て

犯
罪
に
迄
騙
り
山
'-て
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
の
鮎
で
あ
り
、
第
二
は
群
集

に
依

つ
て
行
は
れ
た
犯
罪

に
対
し
誰
が
刑
法
上
責
任
あ

る

も
の
と
観
ら
る
べ
き
か
の
貼
で
あ
る
。

「
前
者

に
就

い
て
は
,
群
集
中
の
個
人
の
上
に
働
く
心
的
腿
迫
、
強
制
が
具
燈
の
場
合

に
彼

の
責
任
能
力
、
從

つ
て
彼
の
責
任
を
排
除
す
る
に
充
分
で
あ
る
か
を
主
と
し
て
鮎
瞼
す
る
を
要
し
、
後
者
に
就

い
て
は
、
裁
判
官

は



行
は
れ
た
犯
罪
に
対
し

、
責
任
ご
刑
法
上
の
結
果
と
を
員

は
す
べ
き
者
を
決
定
す
る
こ
と
を
要
す
る
」

(ω●
匡
)
。
こ
れ
等
の
考
察
か

ら
次
の
事
が
判
明
す
る
。
即
ち
そ
れ
は
,
刑
法
と
関
係

を
有
す
る
群
集
の
場
合
に
は
其
の
構
成
員
相
互
間
の
心
理
作
用
が
相
當
強
度

の
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
謂
ふ
事
で
あ
る

(9
嵐
)。
從

つ
て
犯
罪
學
上
の
群
集
概
念
は
そ
れ
の
観
猫

の
特
徴
か
ら
し
て
,
狭

義

に
解
せ
ら
る
べ
き
で
廣
義

に
解
し
て
は
な
ら
な
い
と
謂
ふ
事
に
な
る
。

(
2
)
群
集
の
本
質

群
集
の
本
質
ざ
し
て
心
理
的
並
に
数
的
の
二
つ
の
要
素
の
存
在
を
指
摘
し
た
著
者
は
其
の
中
で
も
群
集
概
念
の
把
握
に
ざ
つ
て
よ
り
重
要
な
も
の
は
其
の
心

43

理
的
要
素
で
あ
る
・こ
し

(
ψ

蕊
)
、

此
の
博
徴
を
所
謂
群
集
精
神

(
M
a
s
s
e
n
s
e
e
l
e

)

の
中
に
求
め
た
α

(
4
)
此

の
群
集
精
神

の
性
質
に
就

い
て
從
來
唱

へ
ら
れ
た
學
説
に
は
、
群
集
を
擬
人
化
ず
る
有
機
艘
説

(
ω
■
μ
。。
)
ざ
群
集
を
観
念
上

の
實
在
、
思
考
の

所
産
ざ
見
る
擬
制
説

(
Qo
・
お
)
ざ
が
あ
る
。
薯
者
に
依
れ
ば
前
者
即
ち
有
機
髄
説
は
群
集
現
象
を
判
漸

ず
る
場
合

に
現
は
れ
る
種

々
の
困
難
を
都
合

よ
く
説
明
ず
る
こ
ざ
が
出
來
る
が
、今
日
で
は
最
早
時
代
後
れ

の
も

の
ざ
し
て
大
多
数
の
論
者
か
ら
否
定
さ
れ
だ

(
ω
・
お
)
ざ
し
、
後
者
即
ち
擬
制
説

に
於
て
用
ひ
ら
れ
る
群
集
精
神

ざ
い
ふ
言
葉
を
群
衆

に
於
て
の
緒
て
の
又
は
少
く
ざ
も
大
多
数

の
人

々
に
固
有
な
事
實
を
総
括
ず
る
意
味
に
於

て
、

軍

に
表
現
ヒ
の
理
由
か
ら
打
立
て
ら
れ
だ
擬
制
の
意
味
に
於
て
の
み
使
用
ず
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
彼
は
個

人
の
精
神
以
外
に

一
つ
の
精
神
.
又

は
そ
れ
に
似
た
或
物

の
存
在
を
否
定
し
、
個
人
の
精
神
の
み
を
唯

一
の
實
在
で
あ
る
ざ
し
、
本
問

の
解
決

を
個
人
心
理
に
求
め
た
(
ω
」
O
)
。

斯
く
て
著
者
は
群
集
精
諒
の
性
質
を
衣

の
平
行
論
を
以
て
説
明
す
る
。
即
ち
群
集
に
於
け
る
人
間
の
精
神
状
態
は
心
理
學
に
於
け
る
所
謂
単
一
観
念
的
意
識

集
中

(
M
o
n
o
i
d
e
i
s
m
u
s

)

の
状
態
に
似
て
居
り
、
そ
れ
を
催
眠
状
態
の

一
種
で
あ
る
ざ
ず
る
。
そ
し
て
作
用

の
同

}
の
場
合
に
は
原
因
も
亦
同

】
で
あ
る
ざ

キ
ボ
ウ
リ
デ
ィ
「
群
蘂
犯
罪
』

(第
三
霧
第

一
號
)

(
二
九
五
)

五



キ
ポ
ゥ
リ
デ
ィ
「
群
集
犯
罪
」

(第
三
巻
第

『
號
)

(
二
九
六
)

六

謂
ふ
論
法
か
ら
群
集

の
中
に
於
て
も
亦
暗
示

(
S
u
g
g
e
s
t
i
o
n

)
が
存
在
し
、
そ
れ
を
欝
集
中
に
起
る
精
神
現
象
の
原
因
ざ
見
徹
ず
の
で
あ
る
。
彼
は
暗
示
の
暇

説

に
依
つ
て
の
み
今
日
心
理
學
的
関
係

に
於
て
の
群
集

の
本
質
を
決
定
し
判
噺
し
得
る
ざ
信
じ
た
o
實
際
は
此
の
結
果
を
以
て
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、
こ
れ
以
上

の
事
は
現
代
の
科
學
に
於
て
は
判
明
し
得
な
い

(
ω
・
b。
博
)
さ
謂
ふ
の
で
あ
る
。

以
上
に
依
り
群
集

の
虫
た
る
特
徴
が
明
に
さ
れ
た
。
然
し
乍
ら
、
群
集

の
本
質
を
遣
憾
な
ぐ
決
定
ず
る
に
は
、
他

の

一
つ
の
要
素
で
あ
る
著
者

の
所
謂
数
的

要
素

の
搬
討
な
要
す
る
。
上
に
述
べ
た
群
集
精
神

の
拘
束
は
、
僅

か
の
程
度
で
は
あ
る
が
一
二
二
の
人

の
間
に
も
亦
起
り
得
る
。
然
し
著
者
の
立
蕩
か
ら
は
、
謂

ふ
迄
も
な
く
、
其

の
構
成
員
相
互
間

の
心
理
作
用
が
相
當
強
度

の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ざ
謂

ふ
事
が
要
求
さ
れ
る
の
で
、
数
的
観
点

に
於
て
も
亦
こ
れ
を

充
足
ず
る
に
足
る
丈
の
数
に
依

つ
て
群
集
概
念
を
限
界
附
け
る
事
が
自
ら
必
要
に
な
つ
て
來
る
(
　

)
。

此

の
點
に
就
い
て
著
者
は
、
こ
れ
が
固

定
化
を
避
け
出
來
る
丈
弾
力
的
に
形
成
ず
べ
き
も
の
で
あ
る
ざ
な
し
、

ヱ
ム
・
エ
・
マ
イ
ヤ
ー
の
多
衆

(
M
e
n
s
c
h
e
n
m
e
n
g
e

)
さ

謂

ふ
概
念
に
頼
る
の
外
は

な
い
ざ
し
て
居
る

(
　

)
o

斯

く

て
著

者

は

本
論

文

の

前

半

を

終

る

に
當

つ
て
最

初

の
部

分

の
結

論

を

一
つ

の
定

義

に
総

括

し

、
群

集

の
概

念

を
犯

罪

學

上

の

意

味

に
於

て
次

の
如

く

決

め

て

居

る

。
即

ち
、

「
群

集

は

一
つ

の
外

部

的

動
機

に
依

つ

て
、
其

の
構

成

員

の
間

に
独
立

且

つ

無
意

識

的

に
起

さ

れ

た

強

い

暗

示

作

用

の
爲

に
個

人

の

正
常

な
精
神

生

活

が
阻

害

さ

れ

る
様

な

人

の
集

團

で

あ

る
」

(
ω
.
団
り
)
。

三

群

集

犯

罪

次
に
私
は
本
論
文
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
群
集
犯
罪

の

↓
般
的
考
察
、
責
任
能
力
の
問
題
、
並
に
責
任
の
問
題

の
三

つ
に
關
し
て
順
次
に
著
者

の
見
解
を
窺



ふ
こ
ざ
に
す
る
o

(
1
)

一
般
的
考
察

群
集
に
依
る
犯
罪

は
群
集
と
同
じ
く
古
く
か
ら
存
在
し
、
此
の
二
つ
の
概
念
は
互
に
固
く
結
び
附

い
て
居

る
。
然
し
群
集

、、旨謂

へ

ば
唯
犯
罪

へ
の
傾
向
あ
る
も
の
の
み
で
、
共
の
存
在
は
社
會

に
取
つ
て
危
険

で
あ
る
と
謂
ふ
風
に
考

へ
る
な
ら
ば
,
そ
れ
は
當
を
得

た
も
の
で
は
な
い
・
群
集

は
悪
及
び
善

へ
の
繭
芽

を
内
臓
す
る
。
即
ち
そ
れ
は

一
面
最
も
野
螢
な
惨
忍
,
最
も
良
心
の
な
い
暴
行
、

最
も
恐
し
い
片
意
地
に
堕
し
得
る
・こ
共
に
、
他
面
貴
い
大
き
な
使
命

へ
の
感
激
的
な
献
身
、
最
も
明
白
な
自

己
否
定
、
最
も
偉
大
な

英
雄
的
精
神
に
適
懸
す
る
。
然
し
吾
々
に
関
係
の
あ
る
の
は
、前
者
即
ち
刑
法
上
の
獲
露
、換
言
す
れ
ば
群
集

犯
罪
そ
れ
自
身

の
み
で

あ
る
(ψ
こ。ご

。
而
し
て
吾

々
は
此
の
場
合
群
集
犯
罪
の
特
徴
で
あ
る

「
こ
れ
迄
犯
罪
傾
向
の
少
し
も
現
れ
て
居
な
い
人

々
に
依

つ
て

も
亦
行
は
れ
る
」
(OD』
b9
)
と
謂

ふ
事
に
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
,こ
な
れ
ば
群
集
中
に
起
る
此
の
変
化

の
現
象
は
,
刑

法

一
般
に
取
つ
て

一
つ
の
重
要
な
意
味
を
持

つ
か
ら
で
あ
る
(ω
』
μ)
。
そ
こ
で
著
者
は
上
述
群
集
の
本
質
の
考
察

の
際
に
、
確
定
し

た
基
礎

に
立
つ
て
此
の
現
象
の
悶
明
に
努
め
る
。

「
吾

々
は
襲
に
群
集
の
本
質
を
心
理
學
的
に
観
て
、
暗
示

と
謂
ふ
形
式
に
在
る
も

の
と
し
た
。
そ
れ
に
基

い
て
薙
に
吾

々
の
興
味
を
引
く
問
題
を
よ
り
具
体
的

に
構
成
す
る
事
が
出
來
る
。
即
ち
群
集
中
の
個
人
に
現

れ
た
絡
て
の
心
理
的
変
化

が
群
集
の
個
人
に
及
ぼ
す
暗
示
的
影
響

に
依
つ
て
満
足
に
説
明
せ
ら
れ
得
る
か
、
換
言
す
れ
ば
曙
示
は
凡

キ
ポ
ゥ
ジ
デ
4
「群
集
犯
罪
』

(第
三
霧
第

一號
)

(
二
九
七
)

七



キ
ボ
ゥ
リ
デ
ィ
「
群
集
犯
罪
」

(第
三
雀
第
一
號
)

(二
九
八
)

八

ゆ
る
群
集
心
理
現
象
從

つ
て
叉
群
集
に
依
る
犯
罪
現
象
の
唯

一
の
原
因
で
あ
る
か
が
鮎
槍
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
(ψ
。。b。ー
9
。。G。)o

勿
論
犯
罪
に
着
手
す
る
群
集
構
成
員
の
中
に
は
老
練
な
累
犯
者
も
居
る
事
は
,
疑
ひ
の
な
い
事
實
で
は
あ
る
が
,
そ
れ
に
就
い
て
は

薙
で
特
に
論
す
る
必
要
は
な
い
。
問
題

は
偶
護
犯
人

(
C
r
i
m
i
n
e
I
 
d
'
o
c
c
a
s
i
o
n

)
に
就

い
て
"
あ
る

(ψ
。。。。
)
。
而
し
て
著
者
の
結
論

は
,

「
此
の
犯
罪
性

(
違
法
性
)

(
C
r
i
m
i
n
a
l
i
t
e
 
e
n
 
p
u
i
s
a
n
c
e

)
は
多
か
れ
少
か
れ
絡
て
の
人
間
の
中
に
潜
在
し
て
居
り
、

群
集

の
中
に
於
て
そ
れ
が
顯
現
せ
し
め
ら
れ
る
」
(
　

)
と
謂
ふ
塵
に
到
達
し
た
。

兎
に
角
群
集
中
に

於
て
は
。

「
法
律
、
道
徳
,
傳

統

,
並
に
風
習
が
作
成
し
た
総
て
の
保
護
的
制
限
が
影
を
浸
し
、

個
人
の
心
理
に
内
在
す
る

犯
罪
的
溝
勢
力
が
現
勢
力
を
得
る
」

(憩
・。伽)
に
到
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
著
者
は
此
の
場
合
総
て
の
人
に
内
在
的
の
且
つ
原
始
時
代
か
ら
承
纏
し
た
此
の
犯
罪

へ
の
素
質

を
群
集
犯
罪
発
生

の
唯

一
の
要
件
と
考

へ
て
居
る
の
で
は
な
い
。
此
の
外
に
群
集
と
謂
ふ
状
態
が
他
の
要
件
で
あ
る
事
は
、
既
に
述

べ
た
所
に
依

つ
て
明
か
で
あ
る
。
群
集
犯
罪
発
生
要
件
を
此
の
二
つ
で
あ
る
と
し
た
著
者
は
,
更
に
此
の
二
つ
の
要
件
は
其
の
慣
値

に
於
て
相
等
し
い
も
の
で
あ
る
か
の
問
題
の
考
察
に
入
り
、
此
の
問
題
の
中
に
群
集

の
刑
法
上
の
全
問
題
が
包
含

さ
れ
て
居
る
と
謂

ふ
の
で
あ
る

(Qo・●Gq)。

「
一
定
の
犯
罪
的
結
果
を
直
接
に
作
出
し
た
者
に
対
す

る
群
集

の
影
響
が
、
行
爲
者
の
個
人
的
犯
罪
的
な
意

思
に
依

つ
て
附
せ
ら
れ
た
條
件
に
比
し
て
遙
か
に
よ
り
有
力
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
謂
ふ
迄
も
な
く
結
果
の
刑
伝
的
評
価

に
就
い

て
は
、
此
の
事
實
1

そ
れ
は
正
確
な
心
理
的
吟
味
に
依
つ
て
確
定
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
ー

に
相
磨
し
て
行
爲
者
に
有
利



な
判
定
が
下
さ
れ
る
事
に
な
る
L
(
　

)
。

而
し
て
其
の
逆

の
場
合
に
、

行
爲
者
個
人
の
責
任
が
高
め
ら
れ
る

事
は
勿
論
で

あ
る

(
　

)。
換
言
す
れ
ば

「
群
集
犯
罪
に
在
つ
て
は
個
人
も
群
集
と
同
様
に
責
任
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、個
人
の
責
任
は
群
集
の
責
任
に

反
比
例
す
る
」
(ω
・器
)。

然
し
此
の
場
合
著
者
の
所
謂
群
集
の
責
任
と
は
、
群
集
・こ
謂
ふ
事
情
か
ら
生
ず
る
ー

個
人
に
節
し
得
な

い
i

責
任
の
量
を
意
味
す
る
と
謂
ふ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

(ω●器
)
。
そ
こ
で
群
集
の
個
人
に
及
ぼ
す
影
響
の
抽
象
的
評
価

に
關
す
る

一
つ
の
問
題
は
、
簾
責
能
力
の
問
題
と
な
り
、
他
は
責
任
の
問
題
,こ
な
る
の
で
あ
る
。

(
2
)
責
任
能
力

(
Z
u
r
e
c
h
n
u
n
g
s
f
a
h
i
g
k
e
i
t

)
の
問
題

群
集
犯
罪
の
刑
法
上
の
判
断
は
責
任
能
力
の
問
題
の
解
決
に
依
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
而
し
て
責
任
能
力
の
問
題
は

「
群
集
の
中
に
於

て
個
人
が
受
け
る
精
神

的
変
化

の
深

さ
と
、
此
の
変
化

が
関
係

あ
る
人
の
刑
法
上
の
責
任
に
影
響
す
る
程
度

に
就

い
て
吟
味
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
(ω
・。。ご
。

そ
こ
で
此
の
場
合
唯
明
か
に
次
の

三

つ
の
可
能
性
の
み
が
問
題
と
な
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
個
人
の
責
任
能
力
に

全
く

影
響
な
く

(
u
n
b
e
r
i
i
h
r
t

)

し
て
終
る
か
,
或
は
そ
れ
が
群
集
の
中
に
於
て
排
除

(
a
u
s
s
c
h
l
i
e
s
s
e
n

)

さ
れ
る
か
、

叉
は
唯
影
響
並
に
輕
減

(
b
e
e
i
n
t
r
a
c
h
t
i
g
t
 
a
n
d
 
v
e
r
m
i
n
d
e
r
t
)

せ
ら
れ
る
か
の
問
題
で
あ

る
」
(
　

)
。
此
の
問
題
に
就
い
て
著
者
は
群
集
中
の
個
人
の
責

任
能
力
は
何
等
影
響
を

受
け
な
い
と
謂
ふ
考

へ
方
を
排
し
、

責
任
能
力
の
排
除
又
は
輕
減

の
二
つ
の
可
能
性
を
考
量

に
入
れ
る

キ
ポ
ゥリ
デ
ィ
「群
集
犯
罪
」

(第
三
霧
第
一
號
)

(二
九
九
)

九



キ
ボ
ゥリ
一ア
ィ
コ
群
集
犯
罪
』

(第
一二巻
第
=
號
)

(一二
〇
〇
)

一
〇

(
　

)
。

而
し
て
責
任
能
力
排
除
の
可
能
性
に
關
し
て
は
、
先
づ
群
集
暗
示
に
依

つ
て
個

々
人
に
惹
き
起
さ
れ
た
精
神

状
態
が
、
無

意
識

(
B
e
w
u
s
s
t
I
o
s
i
g
k
e
i
t

)

乃
至
意
.識
錯
凱
、

(
B
e
w
u
s
s
t
s
e
i
n
s
s
t
i
i
r
u
n
g

)
或
は
精
神
活
動
の
病
的
混
乱

(
k
r
a
n
k
h
a
f
t
e
 
S
t
o
r
u
n
g

d
e
r
 
G
e
i
s
t
t
a
t
i
g
k
e
i
t
)

の
何
れ
か
の
概
念
に
包
含
さ
れ
る
と
謂
ふ
事
を
確
定
す
る
必
要
が
あ
る
(
qQ●c⇔り)。
然
し
斯
く
の
如
き

一
般
的
、

抽
象
的
な
確
定
が
、
暗
示
の
場
合

に
行
ひ
得
べ
き
も
の
と
は
思
は
れ
な
い
。
著
者
は
此
の
場
合
群
集
暗
示
を
催
眠
状
態
の

一
つ
の
甚

だ
輕
い
形
式
と
解
す
る
所
か
ら
催
眠
状
態
の
吟
味
に
入
り
、

「
唯
稀
な
排
他
的
な
場
合
に
の
み
群
集
中
の
個
人
の
責
任
能
力
が
完
全

に
排
除
さ
れ
得
る
だ
ら
う
」
(
8
・お
)
と
謂
ふ
の
で
あ
る
。
群
集
中
の
個
八
の
責
任
能
力
輕
減
の
可
能
性

に
關
し
て
は
総
て
の
暗
示
の

作
用
は
個
別
的
な
其
の
都
度
の
関
係
者
の
個
性
に
存
す
る
事
情
に
依

つ
て
制
約
さ
れ
る
、
即
ち
個
人
の
性
格
の
強
さ
,
抵
抗
力
は
群

集

の
暗
示
作
用
を
制
限
す
る
(の・劇QO)。

す
る
と
責
任
能
力
が
完
全
に
排
除
さ
れ
る
稀
な
場
合
の
外
は
群
集
関
係

者
は
総
て
責
任
能
力

的
で
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
け
れ
,こ
も
、
群
集
ケ
構
成
す
る
場
合
に
は
,
此
の
曹
通
の
性
格

の
強
固
性
は
鋏
け

て
居
る
事
が
屡

々
あ
る
の
で

一
般
化
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
場
合
、
群
集
の
関
係
者
を
嚴
格

に
匪
別
す
る
事
が
必
要

に
な
つ
て
來
る
。
如
何
な
る
立
場
か
ら
此
の
匪
別
を
な
す
可
き
か
は
、
往

々
群
集
の
構
造
か
ら
判
明
す
る
の
で
あ
る
が
次
の
こ
一、旨だ

け
は
明
か
で
あ
る
。即
ち
先
づ
彼
の
職
業
犯
人
と
慣
習
犯
人

-

彼
等
は
群
集
の
中
に
常
に
見
出
さ
れ
、
群
集
を
彼
等
の
目
的
到
達

の
手
段
こ
し
て
利
用
せ
ん
ーこ
す
る

輩
で
あ
る
が
ー

と
は
除
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
と
な
れ
ば
彼
等
は

「
其
の
内
部

に



刑
法
上
重
要
な
意
識
的
先
行
が
明
か
に

起
つ
て

居
る

か
ら

で
あ

る
」
(の
・瞳
)。
著
者
は
次
に
指
導
者
の
問
題
を

取
扱
つ
て
居
る
。

「
群
集
の
指
導
者
を
も
亦
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
問
題
で
あ
る
。
…
…
…
八
は
文
献
の
中
に
於
て
稽
と
も
す
れ
ば
、
此

の

指
導
者
の
資
格

を
凡
ゆ
る
鮎
に
於
て
群
集

に
性
質
を
與

へ
る
要
因
と
し
て
評
価

す
る
傾
向
が
あ
る
。
然
し
指
導
者
と
謂
ふ
概
念
は
非

常
に
動
揺
し
て
今
日
に
到
り
、
今
尚
確
定
さ
れ
て
居
な
い
状
態
に
あ
る
し
、
又
何
人
も
自
分
自
身
で
は
そ
れ
を
意
識
せ
ず
し
て
指
導

者
で
あ
り
得
る
」
(ψ
駐
)
・こ
謂

ふ
事
情
を
顧
慮
す
れ
ば
、
「
人
は
指
導
者
の
役
を
非
常
に
高
く
評
価

し
て
は
な
ら
な

い
」
(コQ
●劇㎝)
事

に
な
る
。
薙

に
於
て
著
者
は
抽
象
的
、
原
則
的
な
解
答

を
出
來
る
だ
け
避
け
次
の
如
く
謂

ふ
。

「
若
し
指
導

者
が
上
述
群
集
参
加
者

の
中
か
ら
生
じ
、
然
か
も
彼

は
無
條
件
に
自
ら
群
集

に
臨
ん
で
居
る
の
で
は
な
く
彼
の
目
的
を
意
識
し
、
凡
ゆ
る
可
能
性
を
考
慮
に

入
れ
た
黒
幕
D
r
a
h
t
z
i
e
h
e
r

)
と
し
て
働
き
掛
け
て
居
る
場
合
に
は
、此
の
問
題
の
解
答
は
軍
純
で
あ
る
。
然
し
屡

々
あ
る
襟

に
、群
集

の
中

に
於
て
の
指
導
者
が
精
神
病
者
ご
少
く
と
も
抵
抗
力
あ

る
も
の
と
の
中
間
に
位
す
る
も
の
の
場
合
に
は
、
問
題
は
疑
は
し
く
な

⑤

る
」
(の●劇㎝)
と
。
更

に
普
通
受
動
的
分
子
と
呼
ば
れ
る
淺
り
の
群
集
構
成

員
に
關
し
て
は
群
集
の
各
場
合

に
就
い
て
観
察
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
彼
等
は

「
外
部
か
ら
の
総
て
の
刺
戟
、
特

に
刑
事
上
の
群
集
か
ら
の
刺
戟

に
対
し
て
、
病
的

な
柔
順
さ
を
有
す
る
弱

き
個
人
で
あ
る
」
(η
」
α)。

彼
等
は
自
制
し
得
な
い
1

犯
罪
か
ら
も
亦
離
れ

得
な
い
L
l
意
思
薄
弱
の

徒
で
あ
る
。
然
し

刑
法

第
五
+

一
條

(責
任
無
能
力
の
規
定
)

は
彼
等
の
場
合
に
適
合
し
な
い
。

と
謂

つ
て
彼
等
は

何
等
寛
大
に
取
扱
は
れ
な
い
で
い

・

キ
ボ
ゥ
リ
デ
ィ
「騨
集
犯
罪
』

(第
三
巻
第
一脇
)

(三
〇
一
)

一
一



キ
ボ
ゥリ
デ
ィ
『群
集
犯
罪
」

(第
三
巻
第
開
號
)

(一二
〇
二
)

一
二

だ
ら
う
か
。

此
の
問
題
に
対
し

て
著
者
は
唯
,

「
凡
ゆ
る
群
集
に
於
い
て

否
定
し
得
な
い
其

の
存
在
が
群
集

の
影
響
に
依
る
責
任

能
力
輕
減
の
可
能
性
を
総
て
の
場
合
に
互
り
眞
面
目

に
考

ふ
べ
き
誘
因
を
與

へ
る
」
(の
・艀
α)
と
答
ふ
る
の
み
で

あ
る
。

斯
く
て

著

者
は
責
任
能
力
固
有
の
問
題
は
決
定
的
に
は
解
決
さ
れ
な
い
の
で
あ
つ
て
、

「
唯
裁
判
官
の
み
が
総
て
の
事
情
を
顧
慮
し
て
,
具
饅

的
に
重
要
な
決
定
を
行
ふ
事
が
出
來
る
だ
ら
う
」
(匂α・らΦ
)
と
謂

つ
て
居
る
。

(5
)
指
導
者
も
群
集
の
一
員
で
あ
る
以
上
、
群
集
精
神
の
影
響
を
受
け
群
集
に
依
つ
て
引
摺
ら
れ
る
こ
ざ
が
多
い
が
斯
か
る
場
合
、
問
題
の
解
答
は
疑

は
し
く
な
る
の
で
あ
る
。

(
3
)
責
任

(
V
e
r
a
n
t
w
o
r
t
l
i
c
h
k
e
i
t

)
の
問
題

最
後
に
残
さ
れ
た
最
も
興
味
あ
る
問
題
は
,
群
集
に
依
る
犯
罪
の
責
任
の
問
題
で
あ
る
。
K
r
a
u
sが
法
人
の
犯
罪
能
力
に
關
す
る

議
論
を
籏
張
修
正
し
、
以
つ
て
群
集
の
責
任
の
問
題
を
解
決
せ
ん
と
す
る
試
み
に
対
し
、
著
者
は
そ
れ
は
群
集

の
本
質
的
特
徴
を
全

く
誤
解
し
て
居
る
も

の
で
あ
る
と
す
る
。

(胆。劇刈
I
m願.劇Q◎)

更
に
著
者
は
群
集
の
刑
事
責
任
に
關
す
る
沿
革
の
問
題
と
故
意
の
問
題
を
提
出
す
る
。
先
づ
沿
革
の
問
題

に
就
い
て
次
の
様

に
謂

ふ
。

「
今
吾
々
か
ら
遙
か
に
過
ぎ
去

つ
た
時
代

に
於
て
は
共
同
責
任

(
k
o
l
l
e
k
t
i
v
e
 
H
a
f
t
u
n
g

)
が
概
し
て
責

任
の
唯

一
の
形
式
で
あ

つ
た
。
如
何
な
る
場
合

に
於
て
も
責
任
は
共
同
で
,

一
定
の
個

々
人
の
行
爲
を
判
断
す
べ
き
場
合
に
於
て
す
ら
.
行
爲
者
の
み
が
其



の
行
爲
の
責
を
員
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
彼
,こ
共
に
其
の
家
族
,
親
戚
、
血
族
團
體

も
亦
其
の
責

を
員

つ
た
L

(ロα
●㎝O)。
所
が
其
の
反

動
・こ
し
て
自
由
主
義
、
個
人
主
義
の
時
代
が
出
現
す
る
と
共

に
総
て
の
領
域

に
根
本
的
な
変
革

が
起

つ
た
。
刑
法
の
領
域
に
於
て
の

此
の
新
し
い
精
神
的
傾
向
の
具
體
的

表
現
は
、

一
七
八
九
年
の
佛
蘭
西
人
権
宣
言
第
九
章
に
於
て
確
立
せ
ら
れ
た

「
責
任
な
け
れ
ば

.
刑
罰
な
し
」

(
n
u
l
l
a
 
p
o
e
n
a
 
s
i
n
e
 
c
u
l
p
a

)
の
原
則
で
あ
る

(ψ
㎝
H)。

著
者
は
薙
に
絡
て
の
考
察
の
中
心
に
個
人
が

入
り
來
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ーこ
謂

ふ
原
則
が
確
立
さ
れ
た
と
す
る
。
然
る
に
今
日
で
は
,
此
の
絶
対
的
個
人
主
義
に
対
し

て
再
び
團
體
主
義

の

支
配
を
認
め
る
こ
と
が
出
來
る
。
然
し
著
者
は
、
こ
れ
が
爲

に
從
來
の
刑
事
責
任
の
原
則
が
放
棄
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
℃
、」す

る

(ア
諺
)。
若
し
人
間
の
行
爲
に
依
つ
て
誘
致
さ
れ
た
総
て
の
結
果
を
判
断

す
る
場
合
に
、
決
定
的
に
作
用
し
た
種
々
の
條
件
を
確
定

し
詐
債
し
や
う
と
す
る
な
ら
ば
、
其
の
結
果
に
対
す

る
責
任
も
、
該
結
果
の
誘
致
に
対
す
る
行
爲
者
自
身
の
協
力

の
分
け
前

に
從

つ

て
の
み
・
彼

に
蹄
せ
ら
れ
得

る
と
謂
ふ
事
は
自
ら
明

に
な

つ
て
來
る
。
然
し
其
の
事
は
刑
法

に
於
け
る
責
任
(
V
e
r
a
n
t
w
o
r
t
l
i
c
h
k
e
i
t

)

は
故
意
過
失

(
S
c
h
u
l
d

)
に
從
つ
て
測
定
さ
れ
る
と
謂
ふ
事
を
意
味
す
る
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
n
u
l
l
a
 
p
o
e
n
a
 
s
i
n
e
 
c
u
l
p
a

の

原
則
は
常

に
刑
法
の
礎
石

と
思
は
れ
る
。
c
u
l
p
a

を
S
c
h
u
l
d
は
G
e
f
a
h
r
l
i
c
h
k
e
i
t

の
何
れ
に
解
す
る
に
せ
よ

(。。』
o
l

ρ
呂
)。
此
の
事
を
基
と
し
て
著
者
は
K
r
a
s
c
o
w
i
c

の
言
を
引
用
し
て
日
く
,

「
群
集
構
成

員
の
個
々
人
の
盧
罰
は
群
集

の
個

々
の

構
成
員
を
犯
罪
に
迄
導
い
た
総
て
の
要
素
を
考
慮
に
入
れ
た
時
に
於
て
の
み
正
當
ご
思
は
れ
る
」
(の●αb㊤
)

と
。
斯
く
て
著
者
は
薙

キ
ボ
ウ
リ
デ
ィ
『騨
集
犯
罪
」

(第
三
巻
第

一號
)

(三
〇
三
)

一
一二



キ
ボ
ゥ
リ
デ
ィ
『群
集
犯
罪
』

(第
三
巻
第
一
號
)

(三
〇
四
)

圃四

で
も
亦
彼
の
考
察

の
基
礎
を
團
體

キ
義
的
傾
向
に
置
か
す
し
て
個
人
主
義
的
観
黒
に
置
く
こ
と
を
確
保
し
た
。
次
に
故
意
の
形
態
に

於
て
の
責
任

(
S
c
h
u
l
d

)
が
問
題
に
な
る
の
は

「
T
a
r
d
e
,
 
L
e
 
B
o
n

が
力
説
し
た
所
の
、
群
集
の
構
成
員
は
己
を
法
律
秩
序
の
保
護

者
と
思
惟
し
、
そ
れ
故
に
自
分
等
の
行
爲
は
合
法
と
思
は
れ
ム
ば
か
り
で
な
く
又
使
命
で
あ
る
と
思
ふ
」
と
謂
ふ
事
情
で
あ
る
。
此

の
事
情
は
刑
法
上
如
何
に
評
価

せ
ら
る
可
き
か

(⑩
・αα)。
彼
は
N
a
g
l
e
r
の
言
を
借
り
て
謂
ふ
。

「
群
集
的
幻
想
(
M
a
s
s
e
n
w
a
h
n
 
)

の
結
果
と
し
て
個
入
に
違
法
の
意
識
を
寡
易
に
訣
き
得
る
な
ら
故
意
も
亦
清
失
す
る
で
あ
ら
う
」
(
　

)
と
。
斯
く
て
最
も
事

の
あ

⑨

る
、
而
し
て
最
も
根
本
的
な
刑
法
の
問
題
の

】
つ
で
あ
る
故
意
は
逡
法
の
認
識
を
含
む
や
否
や
の
問
題
に
鰯

れ
、
更
に
此
の
関
係

に

於
て
群
集
に
於
て
の
特
別
な
刑
事
心
理
學
的
犯
人
型

の
故
に
、
特
に
今
日
興
味
の
中
心
,こ
な
つ
て
居
る
確
信
犯
人

(
U
b
e
r
z
e
u
g
u
n
g

s
v
e
r
b
r
e
c
h
e
r

)
の
問
題

に
論
及
す
る
。

(6
)
署
者
は
F
r
a
n
k同
様
な
見
解
に
立
つ
。
(
F
r
a
n
k
 
,
 
K
o
m
m
e
n
t
a
r
 
z
u
 
Q
5
9
.
 
1
5
.
 
A
u
f
l
 
�
 
A
u
m
 
I
I
I
 
2
)
 
(
S
.
 
6
)

曰
く
、

「
確
信
犯
人
の
概
念
を
魎
別
す
る
特
徴
は
刑
法
に
於
て
は
今
日
に
至
る
迄
惜
し
く
も
未
だ
意
見
の

一
致
を
見
る
に
至
ら
な

い
。
要
は
此
の
場
合
、
決
定
を
主
観
,
客
観
何
れ
の
観
點

か
ら
爲
す
べ
き
か
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
面
主
観
的
に
裁
判
官
の
裁

量
に
委
さ
れ
得
る
。
裁
判
官
は
行
爲
者
の
行
爲
が

『
恥
づ
べ
き
心
情
』

(
e
h
r
l
o
s
e
 
G
e
s
i
n
n
u
n
g

)
1

そ
れ

に
就
い
て
は
刑
法
第
二

十
條
参
照
ー

に
依
る
も
の
で
あ
る
か
、
或
は
奪
敬
に
債
す
る
動
機
に
依
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
そ
れ
ぐ

の
場
合
に
懸
じ
て
決
定



し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
然
し
乍
ら
そ
れ
は
又
他
面
出
來

る
だ
け
客
観
的
な
方
法
に
於
て
、
立
法
者
自
身
が
確
固
た
る
琶

別
特
徴
を
設
定
す
る
事
に
依

つ
て
も
敵
果
を
牧
め
得
る
L

(。Q・鵠
)。

所
で

「
確
信
犯
人
は
改
善
を
必
要
.こ
す
る
者
で
も
な
け
れ
ば
、

慮
報
に
債
す
る
者
で
も
な
く
て
、
唯
ー

反
駁
し
得
べ
き
叉
は
反
駁
し
得
な
い
1

見
解
の
異
れ
る
人
で
あ

る
。
即
ち
彼
は
,
全
く

自
己
主
張

の
爲

に
共
の
常
時
の
道
徳
的
、
宗
教
的
、
政
治
的
権
力
に
対
し
て
戦
ふ

一
つ
の
反
抗
児
で
あ
る
」
(㎝』
ご
。

此
の
考
察
か

ら
確
信
犯
人

の
庭
遇
に
關
し
て
は
,
著
者
は

「
確
信
犯
人
に
は
特
別
な
取
扱
ひ
ば
か
め
で
な
く
。
他
の
種
類

の
刑
が
必
要
で
あ
る
・こ

謂
ふ
結
論
が
出
て
來

る
」
(の
』
ご

と
謂
つ
て
屠
る
。
著
者
は
更

に
進
ん
で

一
般
的
に
違
法
性
の
問
題
、

即
ち
群
集
に
依
つ
て
行
は

れ

た
行
爲
の
違
法
性
が
、
群
集

と
謂

ふ
事
情

に
依

つ
て
阻
却
さ
れ
る
か
の
問
題

を
考
察
す
る
。

「
総
て
の

團
鎧

(
K
o
l
l
e
k
t
i
v
i
u
r
n

)

は
彼
自
身
の
道
徳
,こ
合
法
性

(
G
e
s
e
t
z
l
i
c
h
k
e
i
t

)
を
持
つ
て
居
る
が
故
に
ー
T
a
r
d
e

は
斯
く
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
ー

群
集

の
中

に
於
て
の
行
爲
は
群
集
に
参
加
し
て
居
る
と
謂
ふ
事
に
依
づ
て
是
認
さ
れ
る
。
そ
れ
故

に
共
同
責
任
の
思
想

は
そ
れ
自
體

矛
盾

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い

(。。
・⑰ご
。
此
の
問
題
の
礎
議
者
で
あ
る

、
T
a
r
d
e

は
こ
れ
以
上
追
求
し
な
か
つ
た
が

著
者
は

此
の
中
に
眞
理

を
求
め
ん
,こ
す
る
。
即
ち
法
律

は
そ
れ
自
羅
概
念
的
に
権
力

ご
結
び
附
き
、
從

つ
て
法
律
が
事
貫
上
貰
徹
せ
ら
れ
る
事
が
法
律
の
敷

力
の
前
提
條
件
で
あ
る
。
而
し
て
其

の
基
礎

は
総
齢
の
意
思
自
瞬
で
あ
る
か
の
如
く
思
は
れ
る
。
然
る
に
「
群
集
i

吾

々
は
薙
で
は

の
其
の
概
念
を
全
く
狭
く
制
限
し
た
の
で
あ
る
が
ー

の
場
合
に
は
明
白
に
総
腿
,こ
謂
ふ
事
が
認
め
ら
れ
な
い
」
(
　

)
。
從

キ
ボ
ゥ
リ
デ
ィ
『
群
集
犯
罪
」

(第

二
巻

第

一
號
)

(
三
〇
五

)

一
五



キ
ポ
ゥ
リ
デ
ィ
「群
集
犯
罪
」

(第
三
巻
第
一
號
)

(三
〇
六
)

一六

つ
て
著
者
の
見
解
に
從

へ
ば
、
法
律
の
基
礎
で
あ
る
纏
髄
の
意
思
の
鉄
け
て
居
る
群
集
に
は
、
違
法
性
を
阻
却
す
る
理
由
が
認
め
ら

れ
な
い
と
謂
ふ
事
に
な
る
。

更

に
進
ん
で
群
集
犯
罪
責
任
の
問
題
に
就
い
て
實
践
的
方
面
に
於
て
の
困
難
な
問
題
は
、
犯
人
で
あ
る
事

の
謹
明
を
個

々
に
決
定

す
る
事
が
不
可
能
な
鮎
で
あ
る
。
然
し
犯
人
で
あ
る
事
の
誇
明
が
不
可
能
な
故
を
以
て
、
こ
れ
が
塵
罰
を
発
れ
し
め
る
事
は
社
會
に

於
て
の

一
般
的
要
求
を
満
足
さ
せ
ぬ
ば
か
り
で
な
く
、
國
家
権
威
を
殿
損
し
引
い
て
は
將
來

に
於
て
の
斯
か
る
犯
罪
増
加
の
危
険

を

高
め
る
結
果

,こ
な
る

(
　

)
。

薙

に
於
て
此
の
個
人
の
責
任
を
確
定
す
る
に
就

い
て
の
實
際
上
の
困
難
を
解
決
す
る
爲
に
從
來
探
ら
れ
た
残
忍
な
方
法
を
歴
史
に

一
瞥
し
た
著
者
は
、
唯

一
の
好
ま
し
い
方
法
と
し
て
立
法
者
に
次
の
熟
考
を
迫
る
の
で

あ
る

(
　

)。

即
ち
犯
罪
あ

る
群

集
ω
関
係
者
自
身
を
、
科
刑

に
相
當
す
る
者
と
し
て
考
察
す
る
爲
に
は
、

「
實
害
犯

(
V
e
r
l
e
t
z
u
n
g
s
d
e
l
i
k
t
)

)
並
に
危
険
犯

(
G
e
f
a
h
r

d
u
n
g
s
d
e
l
i
k
t

)
・こ
し
て
の
群
集
犯
罪
の
二
重
の
性
質
の
正
し
き
認
識
」
を
要
す
る
。

而
し
て
こ
れ
に
關
…し
て
V
,
 
H
i
p
p
e
l

が

「
そ

れ
は
余
の
考
に
依
れ
ば
放
火
又
は
濫
水
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
火
又
は
水
の
自
然
刀
が
其
塵
に
解
放
さ
れ
る
と
同
檬
に
,
人
間
の
激

情

の
自
然
力
は
此
庭
に
個
人
の
支
配
を
嘲
る
が
如
く
解
放
さ
れ
る
。
そ
れ
故
斯
か
る
公
共
危
険

の
状
態
を
誘

致
し
た
所
の
総
て
の
關

係
者
の
露
罰
は
是
認
さ
れ
る
」
と
謂

へ
る
は
正
當
で
あ
る
と
し

(の・賢
)、
國
家

は
社
會
の
保
護

に
資
す
る
鹿
分
を
爲
す
事
は
権
刺



で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
限
の
義
務
で
あ
る
ーこ
謂

つ
て
居
る
。
更

に
詳
述
し
て
曰
く
、

「
實
害
犯
と
し
て
の
群
集
を
考

察
す
る
場
合
に
、
吾
々
の
注
意
を
行
爲
自
身

に
集
中
し
、
其
の
行
爲
に
判
決
を
宣
告
す
る
。
然
し
吾
々
が
其

の
犯
罪
を
他
の
側
か
ら

危
害
犯
・こ
し
て
眺
め
る
な
ら
ば
、
個
々
の
群
集
参
加

者
自
身
が
吾
々
の
刹
噺

の
中
心
に
這
入

つ
て
來
て
吾

々
の
判
決

は
そ
れ
に
向
け

ら
れ
る
。
而
し
て
此
の
場
合
、行
爲
が
矢
張
り
危
険
性
の
量
を
示
し
、
行
爲
が
決
定
的
の
も
の
、即
ち
徴
表
で
あ
る
。
此

の
事
か
ら
行

爲
の
實
行
、
即
ち
實
害
犯
を
實
行
す

る
事
が
第
二
の
観
點

の
下
に
於
て
も
亦
慮
罰
の
前
提
で
あ
る
,こ
の
結
論
が
出
て
來
る
。
通
説
も

亦
許
容
し
て
居
る
様
に
、
こ
れ
が
可
罰
性
の
客
観
的
條
件
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
丈
で
は
勿
論
充
分
で
は
な
い
。
群
集
参
加
者
の
可
罰

性
を
理
由
附
け
る
爲
に
、
尚
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

一
つ
の
要
件
は
、
合

一
さ
れ
た
力
を

も

つ
て
實
害
犯
を

實
行
す
る
事
で
あ

る
。
惟
ふ
に
電
純
な
無
節
制
に
依

つ
て
f
は
な
く
、
此
の
合

【
し
た
力
で
實
行
す

る
ーこ
謂

ふ
事

に
依

つ
て
の
み
、
群
集
の
眞
の
意
識

は
現
は
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
爾
原
則
と
し
て
可
罰
的
で
あ
る
爲
に
は
、
参
加
者
は
正
し
く
犯
罪
の
實
行
行
爲
の
時
迄
に
、
群

集
の
中

に
居
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
謂
ふ
事
は
自
明
的
で
あ
る
」
㊧

oo
)
と
。
斯
く
し
て
著
者
は
群
集
に
依
る
犯
罪
の
可
罰
性
の

一
般

的
根
拠

を
其
の
所
謂
二
重
性
説
を
以
て
説
明
し
た
。

然
し
乍
ら
著
者
の
所
謂
二
重
性
説
は
勿
論

一般
的
承
認
を
得
て
居
る
わ
け
で
は
な
い
o
或
者
は
被
指
導
者
の
威
罰
を
共
犯
の
観
点
か
ら
i

其
参
加
の
態
様

が
肉
髄
的

ρ實
際
に
行
動
し
に
者
に
取
つ
て
は
)
で
あ
る
ざ
内
或
は
盟
に
精
神
的

(受
動
的
に
振
舞
つ
た
者
に
取
つ
て
は
)
で
あ
る
さ
を
問
は
ず
ー

理
由
附

キ
ボ
,
リ
デ
ィ
「
群
集
犯
罪
』

(
第
三
巻
第

一
號
)

(
三
〇
七
)

一
七



キ
ボ
ゥ
リ
デ
ィ
「
群
集
犯
罪
』

(
第
三
巻
第

「
號
)

二
二
〇
八
)

一
八

け
ん
ざ
す
る
。
そ
し
て
此

の
場
合
受
動
的
に
振
錘

つ
た
者
に
取

つ
て
も
、
結
果
の
妨
止
な
怠
れ
る
に
依
る
同

一
の
も
の
》
惹
起
で
あ
る
か
ら
不
作
爲
に
依
る
作

爲
の
可
能
性
が
考
慮

せ
ら
れ
る
ご
謂

ふ
の
で
あ
る
。
然
し
著
者
は
こ
れ
を
以
て
危
険

の
實
際
上
め
意
義
を
誤
解
し
て
居
る
も

の
で
あ
る
ざ
ず
る
(
η
』
bコ
)
。

こ
れ
に
反
し
て
、
危
険
要
素
を
過
度
に
評
価
ず
る
者
は
群
集

の
成
立
自
身
を
特
別
犯

(
D
e
l
i
c
t
u
m
 
s
u
i
 
g
e
n
e
r
i
s

)
、こ
し
て
虚
罰

せ
ん
ざ
ず
る
。
N
a
g
l
e
r

は

「
違
法
な
目
的
に
対
し

て
単
に
集
合
ず
る
ざ
謂
ふ
事
丈
で
、
よ
し
そ
れ
が
何
等

の
爆
登
、
何
等

の
権
利
侵
害
に
迄
至
ら
な
く
ざ
も
既
に
独
立

の
虚
罰

に
慣
ず

る
た
ら
う
o
此

の
事
は
今
日
既
に
英
米
系
法
域
に
於
て
合
法
ざ
さ
れ
て
居
る
様
に
」
ざ
謂

つ
て
居
る
。
斯
か
る
新
た
な
群
集
定
型

(
M
a
s
s
e
n
t
a
t
b
e
s
t
a
n
d

)
の

創
造
に
対
し

て
は
L
o
e
w
e
rも
亦
辮
護

し
て
日
く
、

「
刑
に
相
當
す
る
特
別
故
意
が
外
部
か
ら
認
め
得
べ
壱
程
度
に
現
は
れ
る
事
丈
で
既
に

未
遽

ざ
し
て
　許

贋
さ
れ
る
」
ざ
Q
こ
れ
に
封
ず
る
著
者

の
批
評
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
、
斯
か
る
考

へ
方
は
群
集

の
鹸
鮎
准
重
要
視

ず
る

↓
面
的
観
察

の
結
果
で
、
其

の

庭
罰

の
目
的
は
社
会

の
保
護
ぼ
か
り
で
な
く
群
集

の
紹
滅
に
あ
る
た
ら
う
。
而
し
て
此
の
時
代
錯
誤

の
要
求
は
群
集
に
劉
す
る
公
共
の
不
安
か
ら
生
ず
る
の
で

あ
る
が
、
實
際
群
集

は
犯
罪

の
登
生
地
で
あ
り
、
群
集

の
登
生
は
社
會
に
劃
す
る

一
定

の
危
険
を
意
味
す
る
か
。
此
の
根
本
問
題
に
劉
す
る
著
者

の
態
度
ば
既

に
詳
説
し
た
様
に
、
群
集
に
悪
及
び
善

へ
の
二
方
面
の
萌
芽
を
認
め
る
所
か
ら

「
群
集

の
個

々
の
性
質

の
過
當

の
詐
債

や

一
面
的
顧
慮
に
基
く
要
求
か
闘
乎
と

し
て
拒
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
ら
う
」

(
m
・霧
)

ざ
謂

ふ
に
あ
る
。

爾
著
者
は
指
導
者

の
刑
量
加
重
に
關
し
て
衣

の
如
く
謂
ふ
。
総
て
の
立
法
で
は
な
い
が
大
部
分
の
立
法
に
於
て
指
導
者

の
取
扱
ひ
に
嚴
罰
を
以
て
臨
む
所
以

は

「
一
面
個
人
の
客
観
的
危
険

性
は
動
機

に
依

つ
て

一
般
的
水
準
を
超
え
て
高
ま
り
得
る
ざ
謂

ふ
事
情
、
他
面
指
導
者
ば
群
集

の
中
で
決
定
を
與

へ
つ
》
、
群

集
犯
罪

の
場
合
に
は
常
に
刑
法

の
意
義

に
於
て
の
共
犯

の

一
人
で
あ
る
ざ
謂
ふ
事
情
が
顧
慮
さ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
此

の
事
に
就
い
て
N
a
g
l
e
r
は

「
計
書

的
に
惹
き
起
さ
れ
た
群
集

力
の
爆
濃
に
対
す
る
全
責
任
は
意
識
的
な
指
導
者
に
資
は
さ
れ
る
o
彼
の
命
令

の
範
囲
に
起

つ
た
群
集
力
の
爆
畿
の
個

々
の
黙
が
内

部
的
に
彼
の
意
思
に
反
し
て
居
や
う
ざ
も
豫
測
し
難
き
力
を
利
用
し
た
者
が
其
の
實
際
の
成
果
を
引
受
け

ね
ば
な
ら
な
い
」
さ
謂

つ
て
居
る
が
、
著
者
は
此
の



事
か
ら
指
導
者
に
対
す
る
刑
量
増
加
の
結
論
を

一
般
原
則
ざ
し
て
固
守
す
る
な
ら
ば
實
際
多
く
の
場
合
に
冒
険
的
さ
思
は
れ
る
ざ
し
て
居
る

(鉾

曾
)
。

(
責

任
能
力

の
部
参
照
)

さ
て
群
集
に
依
る
犯
罪
の
刑
事
責
任
の
問
題
を
終
る
に
當

つ
て
最
後
に
附
言
せ
ね
ば
な
ら
な
い
事
は
著
者
の
嚢

に
謂

つ
た
責
任
能
力
が
全
く
排
除
さ
れ
る
場

合
に
、
こ
れ
を
如
何
に
庭
分
ず
べ
き
か
の
問
題

で
あ
る
。
こ
れ
に
關
し
て

}
種

の
道
義
論
ざ
も
謂
ふ
べ
き
立
傷

か
ら
主
張

さ
れ
る
所
の
も
の
は
、
犯
罪
あ
る
群

集

の
場
合
に
、
外
部
的
事
情
が
決
定
的
で
あ

つ
艶
ざ
謂

ふ
事
が
明
に
さ
れ
る
な
ら
ば
、
行
爲
者
は
其

の
犯
罪
行
爲
に
対
す

る
刑
責

か
ら
免
除

さ
れ
る
べ
き
た
ざ

謂
ふ
事
で
あ
る
が
、
著
者
は
群
集

の
危
険
性

に
劃
す
る
刑
事
政
策
的
立
携
か
ら
こ
れ
が
虚
罰
を
是
認

せ
ん
ざ
す
る
の
で
あ
る

(o自
・
G。
)
。

四

む

す

び

以

上
に
依

つ
て
私

は
著
者
の
見
解
の
大
盟
を
紹
介
し
終

つ
た
。
惟
ふ
に
群
蘂
犯
罪
に
關
す
る
問
題

は

一
つ
の
大
き
な
難
問
で
あ
つ
て
.
こ
れ
が
解
決
は
將
來

の
研
究
に
候

つ
の
外
は
な
い
の
で
あ
ら
う
が
、
薯
者
の
本
論
文
に
於
て
注
目
す
べ
き
瓢
は
、
群
集
に
關
ず
る
既
成
の
概
念
に
拘
束
さ
れ
る
こ
さ
な
く
50
罪
學
上

の
概
念
を
新

に
樹
立
し
た
勲

、
及

び
群
集
に
依
る
犯
罪

の
可
罰
性

の

同
般
的
根
様

の
説
明
を
所
謂
二
重
性
説
を
以
て
し
た
顯

に
あ
る
。
而
し
て
術
群
集
犯
罪
を

以

て
他
の
犯
罪
さ
本
質
的
に
異
る
も
の
で
は
な
く
て
、
寧

ろ
多
く

の
個

々
人

の
行
爲
の
結
果
に
過
ぎ
な
い
ざ
ず
る
個
人
主
義

的
立
瘍
か
ら
、
行
爲
並
に
行
爲
者

の
刑
法
上

の
判
噺

の
際
に
刑
法

一
般
原
則
の
助
け
を
借

り
、

一
般
犯
罪
に
劉
ず
る
腱
置

ざ
統

一
的
に
考

へ
ん
ざ
し
た
瓢

に
著
者

の
努
力

の
跡
を
登
見
す
る
事
が

出
來
る

の
で
あ
る
。

キ
ボ
ゥ
リ
デ
ィ
「
群
集
犯
罪
」

(
第
三
巻
第

一
號
)

(
三
〇
九
)
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